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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第 13条第 3

項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして

内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について 

 

 

平素より協会事業にご理解とご支援を賜り、御礼申し上げます。 

さて、標記のことについて、別添のとおり薬事審査管理班長からの事務連絡が

ありましたので、お知らせします。 

 


